
世田谷区におけるプラスチック
資源循環施策について

第1回世田谷区清掃・リサイクル審議会

令和4年8月1日（月）



審議の進め方

第１回目 プラスチックについての現状

第２回目 世田谷区におけるプラスチック資源循環施策による費用と環境負
荷削減効果

第３回目 プラスチックの再資源化、世田谷区が可能な資源循環

第４回目 世田谷区におけるプラスチック資源循環施策（答申素案）

第５回目 世田谷区におけるプラスチック資源循環施策（答申案）



第1回目 プラスチックについての現状

説明の内容

１ プラスチックの基礎知識

２ プラスチックを取り巻く情勢

３ プラスチック資源循環を巡る動向

４ 区のプラスチック資源循環施策



出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会

１ プラスチックの基礎知識



１ プラスチックの基礎知識
（１）プラスチックの特性

・軽くて丈夫。持ち運びも便利

・さびや腐食に強い。

・密封性が高く、衛生的。

・食品を守り、保存に便利。

・透明で着色も自由。

・電気を通しにくい。熱を通しにくい。

・複雑な形が作れる。

・大量に生産ができる。

⇒容器や包みに利用されることが多く、ほとんどがワンウェイの容器包装



出典：日本プラスチック工業連盟

（２）主なプラスチックの特性と用途



（３）いろいろなプラスチック

・特性が違うプラスチック
樹脂があり種類が多い。

・それぞれの素材を組み
合わせることで総合力を
発揮する。

⇒プラスチック原材料として
再利用するには種類ごとに
分ける必要がある。

出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会

出典：日本プラスチック工業連盟



２ プラスチックを取り巻く情勢
（１）３つの課題

・海洋プラスチック問題
年間480～1,270万トンのプラスチックが河川等から海洋に流入

されていると推計。海洋生物への影響等が懸念。

・廃プラスチックの国際取引
従来、日本の廃プラスチック15％程度をアジア輸出。
アジアの輸入規制強化により廃プラスチックが国内に滞留。

・気候変動と資源利用

地球平均気温1.5℃上昇。
世界の温室効果ガス排出の45％はモノ（食料や製品）の生産・

消費・廃棄に伴う。



（２）世界の動向

①持続可能な開発目標ＳＤＧｓ（2015年9月）

国連サミットで、2030年までに持続可能でよりよい世界を
目指す１７の国際目標

・ 持続可能な生産消費形態を確保する。

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講
じる 。

持続可能な開発のために海洋･海洋資源を保全し、持
続可能な形で利用する。

【プラスチック資源循環に関する目標】



②パリ協定（2016年11月）

2020年以降の気候変動問題に関する、国際的な枠組み。

【長期目標】

・世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分

低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。

・できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウ

トし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と森林などに

よる吸収量のバランスをとる。



（３）国の動向

①プラスチック資源循環戦略（2019年5月）

基本原則「3R＋Renewable」として、実効的な資源循環、海
洋プラ対策、国際展開、基盤整備の取り組みを定める。

②パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2021年3月）

「2050 年カーボンニュートラル」の実現を目指す。2030 年
度に温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指し、
さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けていく。

③プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（2022年4月）

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆ
る主体におけるプラスチック資源循環等の取り組みを促進する。



（４）東京都の動向

①ゼロエミッション東京戦略2020 Update & Report（2020年3月）
2050年CO2排出実質ゼロに向け、都内温室効果ガス排出量を2030年まで
に50％削減（2000年比）すること、再生可能エネルギーによる電力利用
割合を50％程度まで高める。

②プラスチック削減プログラム(2019年12月）
2050年にCO2実質ゼロ・海洋汚染ゼロのプラスチック利用を目指すため、
環境中に出ていくカーボン （CO2）の量をプラスマイナス・ゼロにするよ
うな、持続可能なプラスチック利用に取り組む。

●省資源
・使い捨てプラスチックの削減、リユースの推進
●CO2 排出原単位の削減
・再生プラスチックへの転換
・バイオマス資源への転換（持続可能な利用に限る。）
・生産・流通・廃棄物処理プロセスでの省エネルギーと再生可能エネルギー利用
・廃棄物処理プロセスでの燃焼の削減



３ プラスチック資源循環を巡る動向
（１）循環社会形成のための法制度

出典：資源循環ハンドブック2021 法制度と３Rの動向 経済産業省



（２）プラスチック関連の法制度

① 容器包装リサイクル法(2000年4月完全施行）

家庭ごみのおおかたを占める容器包装廃棄物について、消費者・市町村・
事業者の役割分担のもとリサイクルを促進

② プラスチック資源促進法(2022年4月施行）

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体にお
けるプラスチック資源循環施策等の取組を促進

出典：容器包装リサイクルの義務はたしていますか？ 経済産業省







（１）世田谷区のプラスチック製品の取り扱い

●資源化ルートが確保できたもの

●資源化ルートが確保できていないもの
可燃ごみとして収集し、清掃工場で焼却、熱をエネルギー
として施設や温水プールに活用

品目 回収方法 頻度

ペットボトル
ペットボトルキャップ
白色発泡トレイ

公共施設でのボックス回収方式（拠点回
収）
４８か所

施設開館時

色・柄付き発泡トレイ
透明プラスチック容器

公共施設での手渡し方式（拠点回収）
２７か所

月２回

４ 区のプラスチック資源循環施策



（２）２３区のプラスチック分別収集実施状況 （令和４年７月時点）

※荒川区は令和４年３月よりモデル実施中

※北区は令和4年10月より一部地域から実施

※文京区、大田区、豊島区は令和４年度中モデル実施予定

容器包装プラスチック
製品プラスチック

容器包装プラスチック 未実施

３区 １０区 １０区

千代田 港 渋谷 中央 新宿 品川
目黒 中野 杉並
練馬 江東 葛飾
江戸川

文京 台東 北
荒川 大田 豊島
板橋 墨田 足立
世田谷


